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議
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来
年
度
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
徴
収
業
務
と
年
金
相
談
業
務
の
一
部
を
外
部

委
託
す
る
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
社
会
保
険
庁
の
来
年
度
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
徴
収
業
務
と
年
金
相
談
業
務
の
一
部
を

外
部
委
託
す
る
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
「
社
会
保
険
庁
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
に
提

出
し
た
資
料
に
お
い
て
、
「
社
会
保
険
事
業
と
し
て
の
コ
ア
業
務
以
外
に
つ
い
て
は
、
業
務
効
率
化
の
観
点
か
ら
積
極
的
に

外
部
委
託
の
拡
大
等
を
推
進
す
る
。
」
と
し
た
上
で
、
国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
及
び
年
金
相
談
業
務
に
つ
い
て
外
部
委

託
の
拡
大
を
行
う
方
針
を
示
す
と
と
も
に
、
「
社
会
保
険
庁
か
ら
被
保
険
者
等
へ
の
積
極
的
な
年
金
個
人
情
報
提
供
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
が
、被
保
険
者
等
が
入
手
し
た
自
己
の
年
金
個
人
情
報
を
用
い
て
、

年
金
相
談
業
務
を
行
う
基
盤
を
整
え
る
。
」
と
の
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

新
聞
記
事
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
事
実
は
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

ナ
ー
を
活
用
し
た
窓
口
で
の
年
金
相
談
を
行
う
」
方
針
を
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
示
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
他
の

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
方
針
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
で
あ
る
の
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
労
務
士
は
、
年
金
相
談
・
指
導
、
書
類
の
作
成
、
手
続
代
行
な
ど
の
業
務
に
携
わ
っ
て
お
り
、
社
会
保

一



険
庁
と
し
て
も
既
に
社
会
保
険
の
適
用
促
進
対
象
事
業
所
に
対
す
る
巡
回
説
明
等
の
業
務
を
委
託
し
て
お
り
、
社
会
保
険
庁

の
業
務
の
外
部
委
託
の
拡
大
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
険
労
務
士
を
含
め
、
民
間
事
業
者
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二


